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地域福祉活動を支える財源についで  
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寄付をめぐる現状についで   



寄附金税制について  

F新たな非営利法人に関する課税及び寄附金税制についての基本的考え方」   
・～平成－17年6月 税制調査会 基礎問題小委員会・非営利法人課税ワーーキニノブtゲル・、ブ   

寄附金税制のあり方  

寄附金税制の見直しの基本的方向  

わが国の現行の寄附金税制は、（i）囲も地方公共団体に対する寄附金㌧＝＝指定  
寄附金、．（iii）特定公益増進法人に対する寄附金、（iv）認定NPO法人に対する寄附  
金等の区分に対応して、個人ないし法人が寄附を行った場合、各々の課税所得の計  
算上、麟定限度の所得控除ないし損金算Åができる仕組みとなっている。こうした畳  

旦発展 轍豊艶塵塞課税壬 ±圭判＿益圭 減産ヒ三宝も、＿星鼠但生益虫孟劫 に資質  

亀遡 射るものである。このた  
め、真に政策的支援にふさわしい公益的な非営利法人を厳格に絞り込んだ上でも税  
制上の優遇措置が適用されている。   

しかしながら、Fわが国経済社会の構造変化の『実像』について」でも示唆したよう  
鰯 に、返蜂 墨蜃皇腰  

経渡観 
望奥鍵垂重畳金蔓ニ  

ー・ギに艶昼ヒ乏壷盈艶三屋塑旦あ墨辻金主星亘捌幽魂工1．ミ息∴  
ニうした申で、蔓れ睾でに尊くノ長蛇  

その主たる担い手が公益飽な非営利法人であ軋禰  
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寄附金（個人■法人）に関する日米の状況  l未定稿l  

上  

車車尊家帥毎の1年間の平均的な寄附食㊥親郎噂密   

（2由2軽〉  

日 本   アメリカ   

帝 大   乱1軽妙陳円   監監尭軌9芝0億円   

諷¢由健円   1兆摺．監帝苛億円   

7．281億円   監ヰ飽5．174億円  

監．竪冒5円  

（出所〉恕車名「象軒閑豊年報仲戚柑年）百監計鹿渡矯き絆栂緒異義く時世帯〉J  

：．づ之uドル  

（出所）F彗開府舞読後余給食研究所「駅嗣‖鮎制頗海豹押印甜覧釧転＝ぬ128」   

鮎登厳念塵魔鏡  

（出所）鋏海野ピーぬ戒鮎缶触F財田（2脚1年〉  

（20tI7年1月）  

（鹿）1ド甚琵‖7剛平成柑卑¢月軸柁尾の墓串外閻為替相場）  
寄附金環蹴倒人及び法人の零尉▲凱陸鐸である。抽、日本の飼Åの零鰐金控除額ほ申密閉穏の計算で艶軋鹿柑申督郵蕊禽僚貌でも鳴い巾  
密た、米閏の寄附金線除懐には．疾職印捧への寄付金分も食詰れている。  

㈹所）釈S（倭人は倉腑5年．猿人は2脚年）、闊観汗（平成17年）  

※政府税制調査会企画会合資料（平成19年10月12日）より抜粋。  
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国 名   日本  アメ  リカ  イ軒  Jス   

募金団体名   共同募金会  ユナイテッド、零  ウェイ  チャリティ援助  財団（Charities  

（U旨■1itedWay）   鋸d Foun（ね  tio11）   

募金実績額   266億円  31．7億ドル（3  487億円、1ド 9300万ポンド（1  63億円、1ボン  
ル＝1柑円とし  て計算）  ド…1謂円として  計算）  

（1995年度）   （1994年度）   （1992年度）   

国民所得   37名兆2耶7億円  5兆9542億ドル  （654兆9590億 5368億ポンド（9  3兆7980億円も   

（1995年度）  円、1ドル＝110  円として計算）  1ポンド＝175  円としてj汁算）  
募金：方法  戸別募金羅ER㌫場喧騒…… 68．4％ 会社の従業鼻の  募金・＝52．0％  ヨペナント（個人  トらE‘R24．7％  

街頭募金…覿…冗…… ・2．3％ 法人募金…＝q  ＝・＝・ ■22．4％  g′   （法泉  ）＝＝巾1Q．8％  

法人募金・…一成…＝曹＝＝ pり．1％ 政府職員…・…円  ・絆せ『…ヨ 11．2％  単独寄付（個人ト  ‥‥‥ 11．8％  

職域募金………… …3．7％ 専門職の寄付書由  ‥‥＝＝茂．4％  タ′ （法人ト  ＝・r‥ ・A3％  

学校募金・口……R…＝ 1．9％ 小企業の寄付＝  ℡遍－Ⅶp艶…2．4％  給与天引き寄付劉  白F繹‥カ 柑．8％  

興業募金………・瞳…・0．4％ 戸別募金・……  屯……罫… 2．6％  その他寄付（個Å  ）…申買屏 14．0％  

その他＝＝・¶巧嶋呉…F… 9，2％ 財団からの寄付  ＝・鯵鹸∝t61．0％  ′′   （5義夫  ）…‥。23．6％  

（1995年度）  その他の寄付…  ‥‥‥‥6．0％  

税制上の優遇  

措置   限度とする）柵1万円が 課税対象所得か  ら控除される   に対して寄付金i  ニ閲し、寄付者  

所得税の課税対象所得   の税率にしたが  って計算した税  

額から控除される。   親相当二鎗を内閣  歳Å庁から還付  

②寄付額（所得の25％を  きれる   

限度とする）相川万円が  

額から控除される  

‥番付額が全額損金扱い  法人畔… 所得（》10％まで法人税   住民税の課税対象所得          になる。  の課税対象所得から控除される   
燕「みん庵ヤ緒に生きてゆく剛共同募金運動50年史細」（社会福祉法Å中央共同募金会、199冒卑）p205より抜粋。   

ただ』、F儀民所得」は、F財政金融統計月報第2＄8号」を用い、厚生労働省社会岬援護局が推計。  
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寄附金の  国。地方公共団体に対する   特定公益増進法人に対する   
指定寄附金  

寄附金   

認定NPO法人に対する笥   

区分  言  
寄附金  附金   

＼   

・公立高校  ・国宝の修復  ・日本赤十寧社などの特殊法人   特定非営利活動を行う法人（NPO  

‘公立囲審館  など   ・オリンピックの開催  ・公益法人のうち科学技術の  
法人）のうち耶定の要件を満たすも  

ー赤い羽根巣南裏金  
のとして国税庁長官の認定を受け  

試験研究や学生に対する学資  たもの   

一私立学校の教育研究等  の支給を行うもの  

ー国立大学法人の教育研究等   ・学校法人  

など  ・社会福祉法人 など  

所得税   「寄附金（※ト5千円」を所得から控除 ※総所得の40％を限度  

法 A税   全額鰍  
（所得額の2．5％□を資本等の金額の0．25％）×1／2）   1   叫顔の寄附金（注1）とは別に、以下を限度として損金算入  

相続税   乳∵億の公益法人、認定NPO法人等に寄附した相続財産は、那眩して非課税  

（注）   

1，椚趣の寄附金とは、法人の支出する寄附金のうち、国辱に対する寄附金、塙定率附金、特定公益増進法人及び穏定NPO法人に対する寄附金以外のもので（軒野禽額の2．5％＋簡本革の金額の0 

25％）×1／2を限度として損金算入される。  

2．個人が法人に対して土地等の資産を贈与した場合には、通常、資産の態渡があったものとみなして所得税が課税きれるが、公益の増進に著しく寄与する公益法人執こ対する贈与琴で、国税庁長官の  

承認を受けたものは非課税。  

3．公益法人、NPO法人に贈与又は遺贈した財産については、相続税の負担が不当に減少する結果となると認められる鳩舎を除いて相続税又は贈与税は課税されない。   

※財務省F総務省資料に基づき厚生労働省社会，援護局作成（平成19年4月）  
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